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医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針

（医療広告ガイドライン）等の一部改正について 

 

この度、標題の件に関して、日本医師会より連絡及び周知依頼がありました。 

すなわち、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に

関する指針」（医療広告ガイドライン） につきましては、平成 30年５月 16日付

日医発第 188号（地 54））等にて各都道府県医師会あてに連絡・案内していると

ころです。 

本件は、「広告可能事項の限定解除」（ＷＥＢサイト等での広告において、一定

の要件を満たす場合には、医療広告が可能な事項の限定（制限）を一部解除し、

他の事項を広告することができるとするもの）の要件について、未承認医薬品等

を自由診療で使用する場合に関して示すものであります。詳しくは添付の新旧

対照表をご確認ください。医薬品医療機器等法上の承認等を得ていないもので

あること、入手経路、諸外国における安全性等に係る情報や、医薬品副作用被害

救済制度等の救済の対象にならないこと等の明示が要件として掲げられており

ます。 

つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知いただくとともに、

貴会所属の医療機関への周知方につきご高配のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

なお、標記厚生労働省通知別添 2及び 3（医療広告ガイドライン改正後全文や

これに関するＱ＆Ａ）につきましては、次の要領にて、厚生労働省ＷＥＢサイト

をご参照ください。 

◇厚生労働省ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医

療 > 医療法における病院等の広告規制について 

（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/

kokokukisei/index.html） 
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